
第７回 徳島県復興指針検討委員会

次 第

日時：令和元年１１月５日（火）

午後２時３０分～

場所：徳島グランヴィリオホテル

１階 グランヴィリオホール

１ 開 会

２ 政策監挨拶

３ 議 題

（１）徳島県復興指針（案）について

（２）その他

４ 閉 会

＜配付資料一覧＞

・次第，委員名簿，配席図及び徳島県復興指針検討委員会設置要綱

・資料１ 徳島県復興指針（案）

・資料２ 徳島県復興指針（案）第１，２章（見え消し版）

・資料３ パブリックコメント回答（案）



（50音順）

氏　名 備　考

1 石本　寛子

2 伊原　俊子

3 井若　和久

4 植本　修子

5 金田　義行

6 西條　美鈴

7 定池　祐季

8 中野　晋 委員長代理

9 中林　一樹 委員長

10 細束　真由美

11 堀井　秀知

12 牧　紀男

徳島弁護士会
災害対策委員会副委員長

京都大学
防災研究所
教授

香川大学
地域強靱化研究センター
特任教授

徳島県障がい者交流プラザ
視聴覚障がい者支援センター
所長

東北大学
災害科学国際研究所
助教

徳島大学
環境防災研究センター
教授

首都大学東京／東京都立大学
名誉教授
明治大学　研究・知財戦略機構
研究推進員

NPO法人
阿波グローカルネット
副代表理事

「徳島県復興指針検討委員会」名簿

株式会社ハレとケデザイン舎
代表取締役

所属・職

一般社団法人
徳島県医師会
常任理事

徳島県社会福祉協議会
事務局次長

徳島大学
人と地域共創センター
学術研究員



第７回 徳島県復興指針検討委員会 配席図
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政創２ 経戦２ 県環４ 商工１

農林５ 南部１ 西部１ 企業１ 警察１

病院２ 教育３ 監察２ 出納１ 警察１



「徳島県復興指針」検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 大規模災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興が図られるよう，復興プロセスの
手順を示すとともに事前復興の取組みに資する「徳島県復興指針（以下「指針」とい
う 」の検討を行うため 「徳島県復興指針検討委員会（以下「委員会」という 」。） ， 。）
を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は，次の事項について専門的見地から検討し，県に対し意見を表明し又

は助言する。

（１）指針に関すること。
（２）事前復興の推進に関すること。
（３）その他委員会が必要と認めること。

（委員）

第３条 委員会は，学識経験者，関係団体の職員等から，知事が委嘱する１５名以内で

構成する。

２ 委員の任期は，２年とする。

３ 委員は，再任することができる。

（委員長）
第４条 委員会に委員長を置く。

２ 委員長は，委員の互選により選任する。
３ 委員長は，会務を総理する。
４ 委員長に事故があるときは，委員長が予め指名する者が，その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議は，委員長が招集する。

（事務局）

第６条 委員会に関する事務は，危機管理政策課において処理する。

（雑則）
第７条 この要綱に定める事項のほか，委員会の運営に関し必要な事項は，会長が定め

る。

附 則
１ この要綱は，平成３０年９月３日から施行する。



徳島県復興指針（案）手交式

１ 日 時：令和元年１１月５日（火） 午後３時３０分～

（第７回 徳島県復興指針検討委員会 終了後）

２ 場 所：徳島グランヴィリオホテル １階 グランヴィリオホール

（第７回 徳島県復興指針検討委員会と同会場にて）

３ 内 容： 徳島県復興指針（案 」を中林委員長から福井政策監に手交「 ）

４ 同席者：徳島県復興指針検討委員会委員

危機管理部 金井副部長，坂東次長

関係各部局政策調査幹 ほか



徳島県復興指針（案）手交式 レイアウト
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（手交式司会）

手交福井政策監

事務局３ 秘書１ 保福２ 県土３

政創２ 経戦２ 県環４ 商工１
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